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2026 年 2 月 12 日 

 

各 位 

 

                    会社名   株式会社エスポア 

代表者名   代表取締役社長  鈴木 魁太 

（コード番号：3260 名証ネクスト市場） 

  問い合わせ先 取締役経営管理本部長 山本 健司 

（TEL：03-6712-7772） 

 

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年 2 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当による新

株式発行を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

1． 募集の概要 

（1）募集株式の種類 当社普通株式 

（2）発行株式数 90,000 株 

（3）発行価額 1 株につき 555 円 

（4）発行価額の総額 49,950,000 円 

（5）払込期日 2026 年 2 月 27 日 

（6）増加する資本金および資本準備金 資本金   25,200,000 円 

資本準備金 24,750,000 円 

（7）募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

 

2． 第三者割当を行う理由 

当社は、現在、進めております系統連携用蓄電池開発販売事業の推進及び今後の事業展開

に必要な運転資金・投資資金の確保並びに債務超過の解消に向けた資本増強施策を目的と

して、本第三者割当増資を実施することといたしました。 

本件により、既存株主の皆様の影響が限り無く少ない方法において当社の財務基盤の強

化を図るとともに、企業価値の向上に資するものと判断しております。 

 

3． 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（1）調達する資金の額 

 49,950,000 円（発行諸費用控除後） 

（2）具体的な使途 

 系統連携用蓄電池開発販売事業に係る運転資金／設備投資資金 等 
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（3）支出予定時期 

 2026 年 3 月～2026 年 12 月 

 

4． 発行条件等の合理性 

（1）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

発行価額につきましては、当社の財務状況、事業計画、市場環境等を総合的に勘案のうえ

本新株式発行に係る取締役会決議日の前営業日（2025 年 2 月 10 日）の名古屋証券取引所

における当社株式の終値 616 円から 9.9％を減額した 555 円に決定し、当社取締役会として

合理的であると判断しております。 

 

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株式発行により発行される株式数は 90,000 株（議決権数 900 個）で、現在の当社発

行済株式総数（5,652,000株）に対して 1.59%（現在の総議決権数 55,425個に対して 1.62%）

であるため、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると考えています。したがっ

て、発行数量および株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。 

 

5． 割当予定先の選定理由等 

（1）割当予定先の概要 

（1）名称 星山 崇行 

（2）所在地 神奈川県横浜市 

（3）職業の内容 サムライカーボンズ株式会社 代表取締役会長 

（4）当社との関係 資本関係：該当事項はありません 

人的関係：該当事項はありません 

取引関係：該当事項はありません 

 

（2）割当予定先を選定した理由 

本第三者割当増資の割当予定先である星山氏は、同氏が経営するサムライカーボンズ株

式会社を通じて既に当社株式を保有しており、従前より当社事業に関心をお持ちいただい

ておりました。ご面談を通じて当社の事業方針にご理解をいただき、本増資についても引受

けの意向を示されたことから、割当予定先として選定いたしました。 

サムライカーボンズ株式会社は資源再生事業を展開しており、当社が推進する系統用蓄

電池事業との将来的なシナジーの可能性については継続的に協議しております。また、星山

氏からは本件引受けは純投資目的であり、当社経営への関与を意図するものではない旨の

説明を受けております。 

以上の理由から、星山氏を本第三者割当増資の割当予定先として選定いたしました。 

 

（3）割当予定先の実態 

当社は、本第三者割当の割当予定先について、反社会的勢力と何らかの関係を有している

か否かについて、第三者調査機関である株式会社 TMR（住所：東京都千代田神田錦町一丁

目 19 番 1 号、代表取締役：高橋新治）に調査を依頼し、同社より 2026 年２月 5 日付で調
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査報告書を受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先が反社会的勢力とは何

ら関係がない旨の報告を受けております。 

以上のことから、当社は、割当予定先が反社会的勢力とは一切関係していないと判断して

おり、その旨の確認書を 2026 年 2 月 12 日付で名古屋証券取引所に提出しております。 

 

6． 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、① 希薄化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うもの

ではないことから、名古屋証券取引所の定める有価証券上場規程第 440 条に定める独立第

三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

7． 今後の見通し 

今後、業績に重要な影響を与える事象が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

 

以上 

 


